
別紙２ 

介護保険制度の改正事項に関する考え方 

１ 一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ 

なぜ、一定以上の所

得のある方の利用者

負担を２割とするの

か。 

○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けるとともに、高齢者世代

内で負担の公平化を図っていくためには、65歳以上の被保険者のうち、一定以上の所得のある

方に、2割の利用者負担をしていただくことが必要。 

※介護保険制度の創設以来、所得に関わらず利用者負担を 1割としており、高額介護サービス費の負担限度

額も据え置いてきた（この間、高齢者の医療制度では引き上げられている）。 

○ 2 割負担をお願いする所得の水準については、モデル年金や平均的な消費支出の水準を上回

る、負担可能な水準として、６５歳以上の被保険者のうち所得上位 20％に相当する基準を設定

（政令で定める）。 

※  具体的には、介護保険料の算定の基礎となる所得（合計所得金額）が 160 万円以上（年金収入のみの場

合は、これに公的年金控除 120 万円を加えた 280 万円以上に相当） 

※  実際に介護サービスを利用する方の所得分布は、被保険者全体の所得分布よりも低いため、被保険者の

上位２０％に相当する基準を設定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービス利用者の約  

１５％、特養で約５％、老健で約１２％と推定。 

※  配偶者の所得がこの水準以上の場合でも、本人の所得が上記水準より少ない場合は、本人は 1割負担。 

○ なお、高額介護サービス費の仕組みに基づき利用者負担には月額上限が設けられていること

から、負担割合が２割となっても、対象者全員の負担が必ず２倍となるものではない。 

※  高額介護サービス費の限度額は、制度創設時の医療保険の高額療養費に合わせて設定されたが、医療保

険の一般世帯の限度額は既に 44,400 円に引き上げられている。一般世帯は引き続き月額 37,200 円に据え

置くが、医療保険の現役並み所得に相当する人（単身の場合、課税所得 145 万円以上･収入 383 万円以上）

は医療保険に合わせ 44,400 円に引き上げる。 
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２ 特別養護老人ホームの重点化 

特養の入所者につい

て、なぜ、要介護 3

以上を原則とするの

か。 

○ 特別養護老人ホームについては、入所を望む重度の要介護者が多数おられること等も踏まえ、

在宅生活が困難である中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることが

必要。 

※見直しは新規入所者からとし、既入所者については、要介護１や２でも継続入所できる経過措置を設ける。 

○ 要介護１や２の要介護者であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外で

の生活が著しく困難な場合には、市町村の適切な関与の下、特例的に入所できることとする。 

※ 要介護１・２であっても特養への入所が必要と考えられる場合としては、 

・「知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難であること」 

・「家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠であること」 

・「認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要であること」 

等が考えられ、関係者の意見を聞きながら、法施行時までに一定の基準を提示。 

 

３  予防給付の見直し 

①要支援者の予防給

付の見直しを行う

のはなぜか。訪問

介護と通所介護に

限って地域支援事

業に移行するのは

なぜか。 

○ 要支援者については、配食、見守り等の多様な生活支援サービスが必要であり、生活支援の

多様なニーズにこたえるためには、介護事業所以外にも、ＮＰＯ、民間企業、ボランティアな

ど、多様な事業主体による多様なサービスを充実していくことが、効果的で効率的。 

○ また、高齢者の介護予防のためには、地域に多様な通いの場を作り、社会参加を促進してい

くことが重要。そのためには、介護事業所以外にも、地域の中で多様な主体による多様な場を

確保していくことが効果的で効率的。高齢者の社会参加の促進を通じて、元気な高齢者が生活

支援の担い手として活躍すれば、生きがいや介護予防にもつながる。 

○ なお、予防給付のうち訪問看護等のサービスについては、多様な形態でのサービス提供の余

地が少ないことから、市町村の事務負担も考慮して、引き続き予防給付によるサービスを継続。 
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②既にサービスを受

けている人は、事

業移行後も引き続

き同じサービスを

受けられるのか。 

○ 今回の予防給付の見直しでは、介護事業所による従来と同じサービスもあれば、住民が担い

手として積極的に参加する取組まで、多様な主体による多様なサービスを提供。 

○ 既にサービスを受けている要支援者については、その方の状態像等を踏まえ、事業移行後で

も、市町村のケアマネジメントに基づき、既存サービス相当のサービスの利用が可能。 

③市町村による準備

が可能か。また、

市町村ごとに格差

が生じないか。 

○ 市町村の準備期間を考慮して、平成 27，28 年度は可能な市町村から新しい総合事業を実施す

ることとし、平成 29年 4月までにすべての市町村で実施。 

○ 新しい総合事業の財源構成は、これまでの介護予防給付と変わらず、財政力の差により取り

組みに差が出ることはない。 

※現在、国 25%、都道府県 12.5%、市町村 12.5%、第 1号保険料 21%、第 2号保険料 29%  

○ 新しい総合事業では、引き続き介護事業所による従来と同様のサービスも行うため、円滑な

移行が可能。その上で、多様な主体による多様なサービスを地域の実情に応じて徐々に充実。 

○ 生活支援サービスの充実に向けて、地域資源の開発やネットワーク化などを行う「生活支援

サービスコーディネーター」の配置を平成 26年度予算案でも消費税の充実分を活用して地域支

援事業の任意事業として行えるよう計上（公費ベースで１０億円）。 

また、各地域の好事例の収集・普及などを行うとともに、介護保険法に基づく指針（ガイド

ライン）を策定して、市町村の取組を最大限支援。 

 

④利用料を市町村が

決めるようになる

と、自己負担が増

えたりするのでは

ないか。 

○ 地域で多様なサービスが提供されるようになるため、利用料は、市町村がサービスの内容に

応じて設定。 

  例えば、住民主体の生活支援サービスは、実費のみを負担してもらうことが考えられ、自己

負担が今より安くなる。 
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○ 一方、予防給付から移行する既存サービスに相当するものの利用料については、介護給付に

おける利用者負担割合等を勘案しつつ、一定の枠組みの下、市町村が設定する仕組みを検討。 

  ※  市町村の介護保険財政への影響を考慮し、既存サービスに相当するサービスについては、利用料は、要

介護者の利用者負担割合を下回らない仕組みとすることが必要。 

○ 国で一定の指針（ガイドライン）を策定し、市町村の取組を支援。 

⑤報酬が引き下げら

れ、事業者の経営

が厳しくなった

り、サービスの質

が低下するのでは

ないか。 

○ 今回の見直しによって、市町村は、多様なサービスを用意することとなるが、その際には、

サービスの内容に応じて、人員配置・サービスの単価・利用者負担を設定。 

○ サービスの単価は、現在の報酬単価以下で市町村が設定することとなる。専門職が必要なサ

ービスを行う場合には、専門職の人件費が賄える単価設定が適切であり、指針（ガイドライン）

で、その旨を明記。 

○ 既存の介護事業者は、専門性や経験を生かして、増加する要介護高齢者に対応。 

 

⑥地域支援事業は、

事業費に上限があ

り、結局、十分な

サービスが提供さ

れないのではない

か。 

○ 総合事業の実施により、市町村は、既存の介護事業者も活用しつつ、住民が担い手として積

極的に参加するサービスなども用意し、多様な主体による多様なサービスを拡充し、事業費を

効果的かつ効率的に使用。 

○ 事業費の上限は、現行制度（原則として当該市町村の給付費の３％）も踏まえつつ、予防給

付から事業に移行する分を賄えるように設定し、その後はその市町村の後期高齢者の伸び等を

勘案して設定 

○ 仮に市町村の事業費が上限を超える場合の対応については、制度施行後の費用の状況等を見

極める必要があること等を踏まえ、個別に判断する仕組みを設定。 
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４ 補足給付の見直し 

①なぜ、補足給付に

ついて、資産勘案

等の見直しを行う

のか。 

○ 介護保険では、平成 17年から特別養護老人ホーム等の費用のうち、食費や居住費は保険給付

の対象外となっているが、住民税非課税世帯の方については、申請に基づき、食費・居住費を

補助する補足給付を支給している。 

○ 本来の給付と異なった福祉的な性格や経過的な性格を持つ補足給付については、①食費や居

住費を負担して在宅で生活する方との公平性を図る必要があること、②預貯金等を保有して負

担能力があるにもかかわらず、保険料を財源とした補足給付が行われることは不公平であるこ

とから、一定額を超える預貯金等の資産のある方を給付の対象外とする等の見直しを実施。 
※  基準となる預貯金等の額は、単身で 1000 万円超、夫婦で 2000 万円超を予定している（省令で定める）

が、施設入所時点では預貯金等が 1000 万円を超え、補足給付を受給できなかった方でも、入所中に預貯金

等が減って 1000 万円以下となったときには、補足給付を支給。 

②預貯金等について

は、正確な捕捉が

できず不公平とな

らないか。 

○ 個人の預貯金等を統一的に把握できる仕組みがないため、自己申告の仕組みにより対応せざ

るを得ないが、適正な申告を促すための仕組みを設ける。 

○ 完全に資産を把握する仕組みを前提とすると、当面、資産の勘案を行うことはできず、在宅

で暮らす方や保険料負担者との間の不公平を放置することとなるので、現時点で実施可能な手

段を用いて、可能な限り負担の公平化を図ることが必要。 

○ 具体的には、 

①  補足給付は、受給を希望する方が申請書に必要な書類を添付し、受給要件に該当する旨を

申し出ていただく仕組みであるが、その際、本人又は代理する家族等は本人の預貯金等の額

を申告するとともに、通帳の写し等を添付する。 

②  補足給付の申請書に、金融機関への調査を行うことがある旨を明記し、あらかじめ調査へ

の同意を得る。市町村は、介護保険法に基づき、必要に応じて金融機関等への調査を行う。 

③  不正受給があった場合に 3倍以下の額を返してもらう加算金の規定を設け、補足給付の申

請者には、こうした加算金が課されることもある旨を申請書等に記載して周知する。 
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合
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厚
生
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働
大
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、
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介
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す
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２

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
総
合
確
保
方
針
に
即
し
て
、
か
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
医
療
及
び
介
護
の
総
合

的
な
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の
た
め
の
事
業
（
地
域
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療
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た
医
療
機
関
の
施
設
及
び
設
備
の
整
備
に
関
す
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、
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す
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介
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事
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関
す
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）
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す
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す
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す
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村
計
画
」
と
い
う
。
）
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す
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す
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た
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す
る
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
計
画
及
び
都
道
府
県
介
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性
を
図
る
も
の
と
し
、
市
町
村
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保

を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

四
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道
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県
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画
に
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さ
れ
た
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業
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。
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に
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す
る
経
費
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支
弁
す
る
た
め

基
金
を
設
け
る
場
合
に
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、
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
三
分

の
二
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
基
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
国
が
負
担
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

医
療
法
の
一
部
改
正

一

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
関
す
る
事
項

１

病
床
機
能
報
告
制
度

一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
病
床
の
機
能
区
分
に
従
い
、
基
準
日
に
お
け



る
病
床
の
機
能
（
以
下
「
基
準
日
病
床
機
能
」
と
い
う
。
）
及
び
基
準
日
か
ら
一
定
期
間
が
経
過
し
た
日
に
お
け
る
病

床
の
機
能
の
予
定
（
以
下
「
基
準
日
後
病
床
機
能
」
と
い
う
。
）
並
び
に
入
院
患
者
に
提
供
す
る
医
療
の
内
容
等
の
情

報
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
関
係
。
平
成
二

十
七
年
四
月
一
日
以
降
は
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
）

２

地
域
医
療
構
想
の
策
定

都
道
府
県
は
、
医
療
計
画
に
お
い
て
、
地
域
医
療
構
想
（
構
想
区
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
の
将
来
の
病

床
数
の
必
要
量
等
に
基
づ
く
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
医
療
提
供
体
制
に
関
す
る
構
想
を
い
う
。
）
に
関
す

る
事
項
、
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
四
第
二
項
関
係
）

３

地
域
医
療
構
想
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

都
道
府
県
は
、
構
想
区
域
等
ご
と
に
、
診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
、
医
療
保
険

（一）
者
等
の
関
係
者
と
の
協
議
の
場
を
設
け
、
地
域
医
療
構
想
の
達
成
の
推
進
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
協
議
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
関
係
）



都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
の
開
設
等
の
申
請
に
対
す
る
許
可
に
は
、
病
床
の
機
能
区
分
の
う
ち
、
当
該
構
想
区
域

（二）
に
お
け
る
既
存
の
病
床
数
が
、
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
に
達
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る
医
療
を
当
該
許
可
に
係
る

病
床
に
お
い
て
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
地
域
医
療
構
想
の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
五
項
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、
１
の
報
告
に
つ
い
て
、
基
準
日
病
床
機
能
と
基
準
日
後
病
床
機
能
と
が
異
な
る
場
合
等
に
お

（三）
い
て
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
当
該
基
準
日
後
病
床
機
能
に
係
る
病
床
数
が
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
に
既
に
達

し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
報
告
に
係
る
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
基
準
日
病
床
機
能
と
基
準
日
後
病

床
機
能
と
が
異
な
る
理
由
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
で
の
説
明
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

、
当
該
説
明
等
の
内
容
を
踏
ま
え
、
当
該
理
由
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県
医
療

審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
基
準
日
病
床
機
能
を
基
準
日
後
病
床
機
能
に
変
更
し
な
い
こ
と
等
を
要
請
（
公
的
医
療

機
関
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
命
令
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
五
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
医
療
構
想
の
達
成
の
推
進
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、

の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議

（四）

（一）

が
調
わ
な
い
場
合
等
に
お
い
て
は
、
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴



い
て
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
既
存
の
病
床
数
が
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
に
達
し
て
い
な
い
病
床
の
機
能
区
分

に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
等
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
請
（
公
的
医
療
機
関
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

指
示
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
六
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、
構
想
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
が
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
基

（五）
準
病
床
数
を
超
え
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
公
的
医
療
機
関
等
以
外
の
医
療
機
関
が
正
当
な
理
由
が
な
く
、
許
可
を

受
け
た
病
床
に
係
る
業
務
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
医
療
機
関
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
病
床
数
の

削
減
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
二
関
係
）

病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が

、

及
び

の
要
請
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
は
都
道
府
県
医

（六）

（三）

（四）

（五）

療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、
当
該
勧
告
若
し
く
は

の
命
令
又
は

の
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
そ
の
旨
を
公
表
す

（三）

（四）

る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
地
域
医
療
支
援
病
院
又
は
特
定
機
能
病
院
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
等
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
条
の
十
七
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
等
関
係
）

医
療
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め
意
見
を
聴
く
対
象
と
し
て
、
保
険
者
等
が

（七）



都
道
府
県
ご
と
に
組
織
す
る
保
険
者
協
議
会
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
四
第
十
四
項
関
係
）

４

居
宅
等
に
お
け
る
医
療
の
充
実
及
び
医
療
と
介
護
の
連
携
の
推
進
の
た
め
の
医
療
計
画
の
見
直
し

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る
と
き
は
、
総
合
確
保
方
針

（一）
に
即
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
都
道
府
県
が
医
療
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
計
画
及
び
都
道
府

県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の

三
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
四
第
十
項
関
係
）

医
療
計
画
で
定
め
る
事
項
と
し
て
、
居
宅
等
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
目
標
に
関
す
る
事
項
及
び
居
宅
等
に
お
け

（二）
る
医
療
の
確
保
に
係
る
医
療
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
四
第
二
項
関
係
）

都
道
府
県
が
医
療
計
画
を
変
更
す
る
頻
度
に
つ
い
て
、
六
年
（
居
宅
等
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
達
成
状
況
等
に

（三）
つ
い
て
は
、
三
年
）
ご
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
六
関
係
）

５

病
院
及
び
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
並
び
に
管
理
者
並
び
に
国
民
の
役
割

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
係
る
病
院
、
病
床
を
有
す
る
診
療
所
及
び
国
民
の
役
割
を

位
置
づ
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
十
条
の
七
第
二
項
関
係
）



二

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項

１

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
機
能
病
院
、
地
域
医
療
支
援
病
院
及
び
公
的
医
療
機
関
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
そ
の
他

の
関
係
者
に
対
し
、
医
師
の
派
遣
、
研
修
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
医
師
が
不
足
し
て
い
る
地
域
の
病
院
又
は
診
療
所
に

お
け
る
医
師
の
確
保
に
関
し
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
八
関
係

。
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
は
第
三
十
条
の
二
十
四
）

２

都
道
府
県
は
、
医
師
の
確
保
に
関
す
る
調
査
及
び
分
析
、
相
談
、
情
報
の
提
供
等
の
援
助
そ
の
他
の
医
師
の
確
保
を

図
る
た
め
の
必
要
な
支
援
に
関
す
る
事
務
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
九
第
一
項

関
係
。
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
は
第
三
十
条
の
二
十
五
第
一
項
）

三

医
療
従
事
者
の
勤
務
環
境
の
改
善
等
に
関
す
る
事
項

１

病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
医
療
従
事
者
の
勤
務
環
境
の
改
善
等
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
し
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
た
め
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
十
三
及
び
第
三
十
条
の
十
四
関
係
。
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
は
第
三
十
条
の
十
九
及
び
第
三
十

条
の
二
十
）



２

都
道
府
県
は
、
医
療
従
事
者
の
勤
務
環
境
の
改
善
に
関
す
る
相
談
、
情
報
の
提
供
及
び
助
言
等
の
援
助
そ
の
他
の
医

療
従
事
者
の
勤
務
環
境
の
改
善
の
た
め
に
必
要
な
支
援
に
関
す
る
事
務
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
関
係
。
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
は
第
三
十
条
の
二
十
一
第
一
項
）

四

医
療
法
人
の
合
併
に
関
す
る
事
項

社
団
た
る
医
療
法
人
と
財
団
た
る
医
療
法
人
と
の
合
併
を
可
能
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
七
条
関
係
）

五

臨
床
研
究
中
核
病
院
に
関
す
る
事
項

臨
床
研
究
の
実
施
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
関
す
る
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
病
院
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承

認
を
得
て
、
臨
床
研
究
中
核
病
院
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
の
三
第
一
項
関
係
）

六

医
療
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

１

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
（
以
下
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
（
当
該
病
院
等
に
勤
務
す

る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
っ
て
、
当
該
管
理
者

が
そ
の
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
っ
た
も
の
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン

タ
ー
に
報
告
し
た
上
で
、
必
要
な
調
査
等
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
報
告
す
る
と
と



も
に
、
遺
族
に
対
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
十
及
び
第
六
条
の
十
一
関
係
）

２

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
医
療
事
故
が
発
生
し
た
病
院
等
の
管
理
者
又
は
当
該
医
療
事
故
に
係
る
遺
族

か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
等
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
当
該
管
理
者
及
び
当
該
遺
族
に
対
し
て
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
十
七
関
係
）

七

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正

一

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項

１

通
所
介
護
の
う
ち
、
利
用
定
員
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
と

し
て
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
位
置
づ
け
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
等
を
市
町
村
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
九
条
等
関
係
）

二

施
設
サ
ー
ビ
ス
等
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項

１

介
護
老
人
福
祉
施
設
等
に
係
る
給
付
対
象
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
状
態
区
分
に
該
当
す
る
状
態
で
あ

る
者
そ
の
他
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
困
難
な
要
介
護
者
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）



２

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
を
住
所
地
特
例
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
住
所
地
特
例
の
対
象

者
に
つ
い
て
、
居
住
地
の
市
町
村
が
指
定
し
た
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
居
住
地

の
市
町
村
の
地
域
支
援
事
業
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
等
関
係
）

三

費
用
負
担
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項

１

介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
つ
い
て
、
一
定
以
上
の
所
得
を
有
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
利
用
者
負
担
の
割
合

を
、
そ
の
費
用
の
百
分
の
二
十
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
の
二
等
関
係
）

２

特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
要
件
に
つ
い
て
、
所
得
の
ほ
か
、
資
産
の
状
況
も
し
ん
酌
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
ま
た
、
偽
り
そ
の
他
の
不
正
行
為
に
よ
っ
て
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
を
受
け
た
場
合
、
市
町
村
は

、
そ
の
給
付
の
価
額
に
加
え
、
そ
の
価
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
五
十
一
条
の
三
等
関
係
）

３

市
町
村
は
公
費
で
低
所
得
者
の
第
一
号
保
険
料
の
軽
減
を
行
い
、
国
が
そ
の
費
用
の
二
分
の
一
、
都
道
府
県
が
四
分

の
一
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
二
十
四
条
の
二
関
係
）

四

地
域
支
援
事
業
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項



１

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
と
介
護
予
防
通
所
介
護
を
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

（
以
下
「
総
合
事
業
」
と
い
う
。
）
に
移
行
し
、
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
全
て
の
市
町
村
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。
（
第
百
十
五
条
の
四
十
五
等
関
係
）

２

総
合
事
業
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
二
等
関
係
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、
総
合
事
業
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
こ
と
。

（一）

市
町
村
は
、
定
期
的
に
、
総
合
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
評
価
等
を
行
う
よ
う
努
め
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必

（二）
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

総
合
事
業
に
つ
い
て
、
国
が
そ
の
費
用
の
百
分
の
二
十
五
を
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
十
二

（三）
・
五
を
負
担
す
る
と
と
も
に
、
医
療
保
険
者
が
負
担
す
る
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
を
充
て
る
こ
と
。

３

地
域
支
援
事
業
の
包
括
的
支
援
事
業
に
次
に
掲
げ
る
事
業
を
追
加
し
、
平
成
三
十
年
度
ま
で
に
全
て
の
市
町
村
で
実

施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
五
条
の
四
十
五
等
関
係
）

医
療
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
が
、
介
護
事
業
者
、
居
宅
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
医
療
機
関
そ
の

（一）
他
の
関
係
者
の
連
携
を
推
進
す
る
事
業



日
常
生
活
の
支
援
及
び
介
護
予
防
に
係
る
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
こ
れ
ら
を
促
進
す
る
事
業

（二）

保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
る
認
知
症
の
早
期
に
お
け
る
症
状
の
悪
化
の
防
止

（三）
の
た
め
の
支
援
そ
の
他
の
総
合
的
な
支
援
を
行
う
事
業

４

地
域
支
援
事
業
の
事
業
費
の
上
限
に
つ
い
て
、
七
十
五
歳
以
上
の
被
保
険
者
の
数
も
勘
案
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
百
十
五
条
の
四
十
五
関
係
）

５

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
は
、
実
施
す
る
事
業
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
事
業
の
質
の
向
上
に

努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
市
町
村
は
、
定
期
的
に
、
実
施
す
る
事
業
の
実
施
状
況
の
点
検
等
を
行
う
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
五
条
の
四
十
六
関
係
）

６

市
町
村
は
、
適
切
な
支
援
の
検
討
等
を
行
う
た
め
に
、
介
護
支
援
専
門
員
、
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的

知
識
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
を
置
く
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百

十
五
条
の
四
十
八
関
係
）

五

介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項

１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
総
合
確
保
方
針
に
則
し
て
、
介
護
保
険
事
業
に
係
る
保
険
給
付
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た



め
の
基
本
的
な
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
六
条
関
係
）

２

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
、
費
用
の
額
、
保
険
料
の
水
準
等
に
関

す
る
中
長
期
的
な
推
計
を
記
載
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
市
町
村
計
画
と
整
合
性
の
確
保
が
図
ら
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
七
条
関
係
）

３

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
計
画
及
び
医
療
計
画
と
整
合
性
の
確
保
が
図
ら
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
八
条
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
五

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
、
歯
科
衛
生
士
法
、
診
療
放
射
線
技
師
法
、
歯
科
技
工
士
法
及
び
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
改
正

一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
の
一
部
改
正

特
定
行
為
（
診
療
の
補
助
で
あ
っ
て
、
看
護
師
が
手
順
書
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
高
度
か
つ
専
門
的
な
知
識
及
び
技

能
等
が
特
に
必
要
な
行
為
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
手
順
書
に
よ
り
行
う
看
護
師
は
、
厚
生

労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
機
関
に
お
い
て
、
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る



こ
と
。
（
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
関
係
）

二

歯
科
衛
生
士
法
、
診
療
放
射
線
技
師
法
及
び
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

歯
科
衛
生
士
の
行
う
予
防
処
置
に
つ
い
て
歯
科
医
師
の
直
接
の
指
導
で
は
な
く
指
導
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も

に
、
診
療
放
射
線
技
師
の
業
務
に
放
射
線
の
照
射
等
に
関
連
す
る
行
為
を
、
臨
床
検
査
技
師
の
業
務
に
検
体
の
採
取
を
行

う
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
追
加
す
る
こ
と
等
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

三

歯
科
技
工
士
法
等
の
一
部
改
正

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の
実
施
主
体
を
都
道
府
県
知
事
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
六

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

医
療
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
教
授
又
は
医
学
若
し
く
は
歯
科
医
学
の
研
究
を
目
的
と
し
て
本
邦
に
入
国
す
る
外
国

医
師
又
は
外
国
歯
科
医
師
は
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
一
定
の
条
件
の
下
に
本
邦
に
お
い
て
医
業
等
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
臨
床
修
練
の
許
可
の
基
準
を
緩
和
す
る
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
三
条

及
び
第
二
十
一
条
の
三
等
関
係
）



第
七

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

看
護
師
等
は
、
病
院
等
を
離
職
し
た
場
合
等
に
、
住
所
、
氏
名
等
を
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
に
届
け
出
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
等
看
護
師
等
の
就
業
の
促
進
に
関
す
る
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
十
六
条

の
三
等
関
係
）

第
八

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正

持
分
あ
り
医
療
法
人
は
、
持
分
な
し
医
療
法
人
へ
の
移
行
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
が
適
当
で
あ
る
旨
の
厚
生

労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
の
三
か
ら
第

十
条
の
七
ま
で
等
関
係
）

第
九

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正

介
護
福
祉
士
の
資
格
取
得
方
法
の
見
直
し
に
係
る
改
正
規
定
の
施
行
期
日
を
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
に
変
更
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

第
十

そ
の
他
関
係
法
律
の
一
部
改
正

生
活
保
護
法
、
国
民
健
康
保
険
法
、
老
人
福
祉
法
等
の
関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



第
十
一

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
又
は
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

第
三
（
医
療
法
の
改
正
）

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
（
た
だ
し
、
地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
事
項
（
一
の
２
及
び

（一）
３
）
及
び
臨
床
研
究
中
核
病
院
に
関
す
る
事
項
（
五
）
は
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
、
医
療
事
故
の
調
査
に
係
る
仕
組

み
（
六
）
は
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
）

第
四
（
介
護
保
険
法
の
改
正
）

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
た
だ
し
、
利
用
者
負
担
割
合
の
見
直
し
及
び
特
定
入

（二）
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
要
件
の
見
直
し
（
三
の
１
及
び
２
）
は
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
、
通
所
介
護
の
見

直
し
（
一
の
１
）
は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
で
政
令
で
定
め
る
日
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
見
直

し
（
一
の
２
）
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
）

第
五
（
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
、
歯
科
衛
生
士
法
、
診
療
放
射
線
技
師
法
、
歯
科
技
工
士
法
及
び
臨
床
検
査
技
師

（三）
等
に
関
す
る
法
律
等
の
改
正
）

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
た
だ
し
、
診
療
放
射
線
技
師
法
の
改
正
の
一
部
は
公
布



日
、
看
護
師
の
特
定
行
為
の
研
修
制
度
は
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
）

第
六
（
外
国
医
師
臨
床
修
練
制
度
の
改
正
）
及
び
第
八
（
持
分
な
し
医
療
法
人
へ
の
移
行
に
係
る
改
正
）

平
成
二

（四）
十
六
年
十
月
一
日

第
七
（
看
護
師
免
許
保
持
者
等
の
届
出
制
度
）

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

（五）

第
九
（
介
護
福
祉
士
の
資
格
取
得
方
法
の
見
直
し
の
期
日
の
変
更
）

公
布
の
日

（六）
二

検
討
規
定
等

政
府
は
、
第
三
の
六
の
調
査
（
以
下
「
医
療
事
故
調
査
」
と
い
う
。
）
の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
医
師
法
第
二
十

（一）
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
及
び
第
三
の
六
の
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
医
療
事
故
の
報
告
、
医
療
事
故

調
査
及
び
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

き
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
二
年
以
内
に
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則

第
二
条
第
二
項
関
係
）

政
府
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
の
下
に
、
手
順
書
に
よ
ら
な
い
で
行
わ
れ
る
特
定
行
為
が
看
護
師
に
よ
り
適

（二）
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
特
定
行
為
の
研
修
制
度
の
趣
旨
が
当



該
行
為
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
内
容
の
周
知
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則

第
二
十
九
条
関
係
）

政
府
は
、
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
等
に
伴
い
、
介
護
関
係
業
務
に
係
る
労
働
力
へ
の
需
要
が
増
大

（三）
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
介
護
関
係
業
務
に
係
る
労
働
力
の
確
保
の
た
め

の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
三
項
関
係
）

そ
の
他
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改

（四）
正
を
行
う
こ
と
。


